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１ .小学生の農業体験について  

 

２回 目以 降は 質問 席か ら一 問一 答方 式に より 質問を

させていただきます。  

  最初に、小学生の農業体験についてです。ご答弁あ  

りがとうございました。農山村留学と５年生の移動教  

室が、同じようなことをやっているので、移動教室に  

集約し農山村留学は廃止するとのことです。喜多方市  

の農業科の設置理由を説明させていただいたところで  

すが本市の教育委員会もその重要性は理解した上で、  

移動教室に集約すると理解しました。  

（質問２）   

そこで、伺いますが、都小学校では、水の里公園に  

おいて、米作り体験をしているとのことですが、米作  

り体験はとても有意義なことと考えますが他の小学校  

では実施しているのでしょうか伺います。  

 

＜ 答 弁 ２ ＞ （ 教 育 次 長 ）  

５ 年生 の社 会科 や総 合的 な学 習の 時間 を中 心に 、多

く の学 校で 、学 校内 外に ある 田ん ぼや バケ ツの中 に再

現 し た 小 さ な 田 ん ぼ で の 米 作 り 体 験 を し て い ま す 。  

 

（質問３）  

多くの小学校で、５年生の社会科等の時間に於いて  

学校内 外にあ る田 んぼ や田ん ぼが ないと ころ ではバ
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ケ ツ に 田 ん ぼ を 再 現 し て 米 作 り を 体 験 し て い る と

の事で理解致しました。次に、米作り以外に畑作体

験については実施しているのか伺います。  

 

＜ 答 弁 ３ ＞ （ 教 育 次 長 ）  

生 活 科 や理科 、総合的な学習、委員 会活動な ど 様 々  

な 学習 で行 われ てお りま す。 多く の小 学校 でミニ トマ

ト やゴ ーヤ 等の 野菜 作り 、ア サガ オや ヒマ ワリ、 チュ

ー リ ッ プ 等 の 花 を 栽 培 し て い ま す 。  

 

（要望）  

畑作 につ いて も体 験を して いる との 事、 ご答 弁あり

がとう ござ いま した 。最 後に 所感 と要 望を させ ていた

だきま す。 今回 は、 喜多 方市 小学 校農 業科 につ いて紹

介させ てい ただ き、 農作 業の 体験 学習 の大 切さ を述べ

させて いた だき まし た。 農作 業の 実体 験を 通し て、自

然との 係わ り合 いの 複雑 さに つい て理 解し 、他 の生き

物と共 存す るこ との 大切 さを 理解 し、 さら に食 べるこ

との意 味と 、生 命の 大切 さを 理解 し、 好き 嫌い だけで

食べ物 を残 した り、 無造 作に 捨て たり する こと をもう

一度見 つめ なお して 自ら どう すべ きか 考え 直す ことの

できる 豊か な心 の育 成、 大変 なこ とで も諦 めず に最後

までや り遂 げる 社会 性の 育成 、そ して 美味 しい 作物を

栽培す るた めに 自ら 学び 行動 する 主体 性の 育成 に移動

教室のなかで、つなげていただくよう要望いたします。 
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２ .本市の市税について 

 

次に 、本 市の 市税 につ いて の２ 回目 の質 問を いたし

ます。 ご答 弁に よれ ば、 滞納 繰越 額が 約４ ３億 ９５０

万円、 不能 欠損 額が 約２ 億５ ，４ ８０ 万円 、滞 納繰越

額のうち不能欠損に至る割合が５．９％とのことです。 

滞納 繰越 額縮 減の ため 、市 税債 権の 回収 に鋭 意努力

していると思いますが、  

（質問２）  

滞納 者に 対し て強 制執 行を 行っ てい るの か。 行って

いるなら、何件行っているのか伺います。  

 

＜ 答 弁 ２ ＞ （ 財 政 局 長 ）  

滞 納者 には 、差 押の 予告 を記 載し てあ る督 促状 を送

付 して おり ます が、 再三 の催 告に も関 わら ず、納 付相

談 もな く市 税滞 納が 続い てい る者 につ いて は、自 主納

付 が難 しい と判 断し 、財 産調 査を 行い ます 。調査 の結

果 、財 産が ある にも かか わら ず納 付が ない 者に対 して

は 、 差 押 処 分 や 捜 索 を 執 行 し て お り ま す 。  

な お 、 令 和 ４ 年 度 末 の  

差 押 件 数 は 、 ５ ， ８ ３ ０ 件  

捜 索 件 数 は 、 ８ ９ 件 で す 。  

 

（質問３）  

財産 が有 るに もか かわ らず 納付 しな い滞 納者 に対し
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て積極的に強制執行している事はわかりました。  

最近 です と、 新型 コロ ナウ イル ス感 染症 のた め、一

時に市 税を 納付 する こと が困 難な 時は 、徴 収猶 予が認

められ る場 合も ある よう です が、 強制 執行 や財 産調査

の結果 、滞 納処 分を する こと がで きる 財産 がな い場合

の対応について伺います  

 

＜ 答 弁 ３ ＞ （ 財 政 局 長 ）  

  財産 調査 等を 十分 に行 い、 滞納者 が置 かれ てい る状

況 を的 確に 把握 した 上で 、無 財産 、生 活困 窮など 一定

の 事由 があ ると きは 、地 方税 法の 規定 によ り、滞 納処

分 の 執 行 停 止 を 行 っ て お り ま す 。  

 

（質問４）  

 執行 停止 の要 件に つい ては 理解 いた しま した 。生活

困窮者 であ った り、 滞納 処分 をす る財 産が 無い 等の場

合には執行停止せざるを得ないとのことです。  

次に、償却資産に係る固定資産税について伺います。

これも 本市 の市 税収 入の 大き な部 分で ある と考 えてお

ります 。わ が会 派の 松坂 議員 が太 陽光 発電 設備 の償却

資産要 申告 者の 把握 につ いて 、経 済産 業省 の資 料提供

によれ ば把 握可 能と のこ とで 、順 調に 要申 告者 の把握

が進ん でい ると 聞い てい ます が、 太陽 光発 電以 外の償

却資産 要申 告者 の把 握に つい ては 、税 務署 の資 料を閲

覧する こと によ って 把握 が可 能と の認 識を 持っ ていま
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すが、 要申 告者 の把 握を どの よう に行 って いる のか伺

います。  

 

＜ 答 弁 ４ ＞ （ 財 政 局 長 ）  

  償却 資産 の申 告が 必要 な者 の把握 方法 です が、 法人

の 設立 ・設 置の 届出 、各 種事 業に 係る 営業 許可、 登記

な どの 各種 情報 の活 用に より 、新 たに 償却 資産を 取得

し た 可 能 性 の あ る 事 業 者 を 捕 捉 し て お り ま す 。  

 

（質問５）  

 税務 署の 資料 だけ でな く、 様々 な情 報を 活用 してい

ることを理解いたしました。  

引き続 き地 道に 課税 客体 の把 握に 努め てい ただ きたい

と思います。  

視点 を変 えて 、市 税徴 収率 につ いて 伺い たい と思い

ます。 令和 ５年 度千 葉市 税務 統計 の参 考資 料の 中に、

平成３ ０年 度か ら令 和４ 年度 まで の過 去５ 年間 の市税

徴収率 が示 され てお りま すが 、プ ロジ ェク ター をご覧

いただ きた いと 思い ます 。本 市の 市税 徴収 率は 、政令

市の中 でも 低い 水準 とな って いま す。 主な 税目 を見て

みます と、 法人 市民 税は 、政 令市 の中 でも 高い 水準で

あるの に対 し、 個人 住民 税は 、低 い水 準と なっ ている

ようで すが 、個 人住 民税 の徴 収率 が低 いこ とに ついて

当局の見解を伺います  
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＜ 答 弁 ５ ＞ （ 財 政 局 長 ）  

  近年 の物 価の 高騰 など によ り、厳 しい 生活 環境 にあ

る 滞納 者に つい ては 、滞 納市 税の 完納 に向 け、毎 月の

収支状況を 聴き取り、納付資力を的確に 見極めた上で、

生 活実 態に 応じ た納 税相 談を 丁寧 に実 施し 納付に つな

げ て お り ま す 。  

そ のた め個 人住 民税 の滞 納繰 越が 増え てお り、 滞納

繰 越の 徴収 額は 他市 と比 べ遜 色な いも のの 、徴収 率が

低 い 水 準 と な っ て い る と 考 え て お り ま す 。  

 

（質問６）  

納付 でき るの に納 付し ない 者に 対し ては 、先 ほどの

ご答弁 のよ うに 強制 執行 等を して 回収 して いる とのこ

とです が、 個人 住民 税の 徴収 率が 低い のは 納付 相談等

を丁寧 に実 施し てい る影 響と のご 答弁 です が、 市税徴

収率を 向上 させ る取 組み につ いて 当局 の見 解を 伺いま

す。  

 

＜ 答 弁 ６ ＞ （ 財 政 局 長 ）  

  市税 徴収 率を 向上 させ る取 組みと して 、納 期内 納付

率 の高 い口 座振 替の 加入 を促 進す るた め、 Ｗｅｂ 口座

振 替受 付サ ービ スの 対象 金融 機関 を１ ５行 へ拡大 する

他 、新 規加 入者 に対 して 地域 ポイ ント を付 与する 取組

み を 行 っ て お り ま す 。  

ま た、 千葉 市役 所納 付推 進セ ンタ ーに 対す る委 託内
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容 につ いて 強化 する など 、効 率的 に事 務を 執行で きる

体 制を 構築 しな がら 、引 き続 き滞 納繰 越額 の縮減 、並

び に 徴 収 率 の 向 上 に 努 め て 参 り ま す 。  

 

（要望）  

 市税 収入 は、 本市 の歳 入の ４割 弱、 自主 財源 の８割

弱を占 めて おり ます ので 、重 要で す。 滞納 者に 対して

は早め の督 促対 応が 重要 だと 考え ます 。執 行停 止の要

件を満 たし たた め不 能欠 損とな るの は仕 方な いと して、

市税の 収率 額を 増や すこ とは 重要 な課 題で ある と思い

ますの で引 き続 き鋭 意努 力を お願 いし ます 。ま た、償

却資産 に係 る固 定資 産税 につ いて は、 真面 目に 申告を

してい る納 税者 が馬 鹿を 見る こと の無 いよ うに 、要申

告者の 把握 、課 税客 体の 把握 を地 道に 実施 して いただ

くことを要望いたします。  
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３ .保育所、小中学校の給食食材の発注業務と請求書発行

業務の電子化の実施状況について  

 

最後 に、 保育 所、 小中 学校 の給 食食 材の 発注 業務と

請求書 発行 業務 の電 子化 の実施 状況 につ いて 伺い ます。 

 ご答 弁あ りが とう ござ いま した 。ご 答弁 によ ると、

電 子 化 が ほ と ん ど 進 ん で い な い と 理 解 い た し ま し た 。

（質問 2）  

そこ で伺 いま すが 、取 引業 者さ んに はど のよ うに広

報した ので しょ うか 、ま た何 回広 報し たの でし ょうか

お示しください。  

 

＜ 答 弁 ２ ＞ （ 教 育 次 長 ）  

令 和５ 年１ 月か ら請 求書 への 押印 省略 が可 能とな り、

電 子メ ール 等で の請 求書 提出 がで きる こと につい て、

令 和４ 年１ ２月 から 市ホ ーム ペー ジに 掲載 し広く 周知

し たほ か、 全給 食食 材納 入業 者に 対し て、 令和５ 年１

月 に 文 書 に よ り 周 知 し て お り ま す 。  

 

（質問３）  

 電子 化が 進ん でい ない 現状 では 、市 のホ ーム ページ

も見な い可 能性 が大 きい です し、 文章 では 、見 落とす

方も多 いの で、 １回 だけ では なく 、何 度も あら ゆる場

面でお 知ら せす るべ きだ と考 えま す。 実際 私に 請求書

発行業 務の 電子 化を 希望 され た業 者さ んか らま だ電子
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化され てい ない ので すか ？と の問 い合 わせ が最 近あっ

たくら いで すか ら知 られ てい ない とい うこ とだ と思い

ます。      

そこ で伺 いま すが 、日 本は 、デ ジタ ル化 が遅 れてい

るとよ く言 われ てお りま す。 電子 化を 実施 して いる業

者が少 ない とい うご 答弁 をい ただ きま した 。そ して、

発注業 務は ファ ック スで して いる との こと です が、こ

れを電 子化 する こと につ いての 当局 の見 解を 伺い ます。 

 

＜ 答 弁 ３ ＞ （ 教 育 次 長 ）  

市 の発 注業 務に つき まし ても 、給 食食 材納 入業 者の

個 々の 希望 に応 じて 電子 メー ルな どの 電子 化が可 能で

あ るこ とを 周知 して おり ます が、 大多 数は これま でど

お り F A X で の 発 注 を 行 っ て お り ま す 。  

発 注業 務の 電子 化に つき まし ては 、今 後も 定期 的に

電 子メ ール など によ る発 注が 可能 であ るこ とを周 知す

る とと もに 、事 業者 の意 向を 踏ま えて 、対 応を図 る必

要 が あ る と 考 え て お り ま す 。  

 

（質問４）  

ご答 弁あ りが とう ござ いま す。 事業 者の 意向 は確か

に大事 であ りま す。 しか し業 者さ んの 意向 を聞 いてい

たらい つま でも 電子 化は 進ま ない と考 えま す。 本市と

して電 子化 を進 める 意向 があ るこ とを 積極 的に 伝え、

応じて もら う必 要が ある と考 えま す。 そこ で、 さらに



 12 

本市と して のデ ジタ ル化 への考 え方 につ いて 伺い ます。 

 

＜ 答 弁 ４ ＞ （ 総 務 局 長 ）  

本 市は 、令 和４ 年３ 月に 行政 デジ タル 化の 基本 的な

考え方や分 野ごとの取組方針、推進体 制等を示す  「千

葉 市 行 政デジ タル化推進指針」を策 定して お り ま す 。  

本指針は、デジタ ル技術を積極的に活用 することで、

質 の高 い行 政サ ービ スを 持続 的に 提供 し、 多様な 行政

ニ ーズ に応 える 「あ なた に寄 り添 うデ ジタ ル化」 を目

指 し、 行政 のデ ジタ ル化 の取 組み を進 める ことと して

お り ま す 。  

 本指 針を 踏ま え、 利用 者の 利便 性を 考慮 した上 で、

各 種手 続の オン ライ ン申 請を 可能 とす る等 、適切 なデ

ジ タ ル 化 を 進 め て 参 り ま す 。  

 

（要望）  

ご答弁 によ れば 、現 在ｆ ａｘ で行 って いる もの を電子

メール に切 り替 える こと は可 能と の事 です 。令 和６年

１月か らは 電子 帳簿 保存 法が本 格実 施さ れて おり ます。

中小企業・小規模事業者等の業務効率化や DX の推進、

セキュリティ対策に向けた IT ツール等の導入費用を支

援する もの とし て、 令和 ５年 度補 正予 算に おい て「サ

ービス等生産性向上 IT 導入支援事業」として本年２月

１６日 から 申請 受付 が開 始さ れて おり ます 。デ ジタル

化に向 けて 、最 大４ ５０ 万円 の補 助金 が使 える 状況で
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す。デ ジタ ル化 に向 けた 支援 環境 は整 って いま す。本

市のデ ジタ ル化 への 意向 を業 者さ んに 理解 いた だき、

積極的 にデ ジタ ル化 に移 行す べき と考 えま す。 業者に

よって はメ ール がな いと ころも ある とい う事 です ので、

この様 な業 者さ んに 対し ては 今ま で通 りの ｆａ ｘ対応

もやむをえませんが、十分な準備期間を設けたうえで、

デジタ ル化 への 移行 期限 を示 して 、発 注業 務・ 請求業

務の電 子化 ・デ ジタ ル化 を進 めて いた だく こと を強く

要望し て私 の一 般質 問を 終わ りま す。 ご清 聴あ りがと

うございました。  

 


